
第���号議案

島根県防災会議条例及び島根県災害対策本部条例の一部を改正する条例

（島根県防災会議条例の一部改正）

第�条 島根県防災会議条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように

改正する。

第�条第�項中「又は第�号」を「、第�号又は第	号」に改め、同項に次

の�号を加える。

� 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから知事が任命

する委員 �
人以内

第�条第�項中「及び第�号」を「から第�号まで」に改める。

（島根県災害対策本部条例の一部改正）

第�条 島根県災害対策本部条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のよ

うに改正する。

第�条中「第��条第�項」を「第��条第	項」に改める。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（島根県防災会議条例の一部改正に伴う委員の任期の特例）

� この条例の施行の日から平成��年�月��日までの間において、第�条の規定

による改正後の島根県防災会議条例（以下「新条例」という。）第�条第�項

第�号に掲げる委員として新たに島根県防災会議の委員に任命される者の任期

は、新条例第�条第�項本文の規定にかかわらず、平成��年�月��日までとす

る。
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